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「指定介護老人福祉施設」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

１．施設経営法人 

（１）法人名   社会福祉法人 北筑前福祉会 

（２）法人所在地  福岡県宗像市用山４７１番地５ 

（３）電話番号   ０９４０－３８－３９１０     

（４）代表者氏名  理事長 髙山 勲 

（５）設立年月   昭和５２年９月９日 

 

２．施設の概要 

（１）施設の種類  小規模生活単位型介護老人福祉施設 

平成 30年 6月 1日指定 

    福岡県第 4074500978 号 

（２）施設の目的    この施設は要介護度 3 以上の利用契約者に対し、介護保険法の基本理

念に基づき、個室及びユニットでの自由な生活を基本とした、心身機

能の維持向上を図るとともに養護・支援することを目的とする。 

（３）施設の名称  特別養護老人ホーム 第二津屋崎園 

（４）施設の所在地  福岡県福津市奴山１１７４番地 

（５）電話番号   ０９４０－３４－５５１１ 

（６）管理者氏名  施設長 天野 幸治 

（７）当施設の運営方針 １．要介護者に対して適正な施設介護サービスの提供に努める。 

            ２．施設を生活の場として提供するとともに、くつろいだ雰囲気の中

で有意義な人生が送れるように利用者中心の介護サービスを行う。 

（８）開設年月   平成３０年６月１日 

（９）利用定員   ４０名 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（福岡県指定 第 4074500978 号） 

※当施設への入居は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対

象となります。 
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３．施設の概要（設備） 

当施設では以下の設備、居室をご用意しています。 

（１）建物の構造   鉄筋コンクリート造り地上３階建て+塔屋 

（２）建物の延べ床面積   ２，１８９.９７㎡（申請部分） 

（３）施設の周辺環境   福津市の北側に位置し、勝浦と宗像市を結ぶ県道沿いの丘の上 

にあります。新原・奴山古墳群や玄界灘などの豊かな自然環境に囲

まれ、落ち着いた雰囲気の中でゆったりとした生活を送ることがで

きる場所です。 

（５）居室等の概要 

入居される居室は原則として１人部屋です。 

居室・設備の種類 室数 備  考 

１人部屋 ４０室 １２.２３㎡ ～ １４.７６㎡ 

共同生活室 ４室 ２階・３階にそれぞれ 2 室 

洗面設備 ４０室 各居室 

便所 １８室 ２階・３階にそれぞれ９室（浴室便所含む） 

浴室 ４室 ２階・３階にそれぞれ個浴 1 室+特殊浴１室 

医務室 １室 ２階 

  ※上記は厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられ

ている施設設備です。 

  ☆その他地域交流スペース等 

相談室 ２室 １階 

ｻﾌﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽﾍﾟｰｽ ４室 ２階・３階にそれぞれ２室 

研修室 １室 １階 

地域交流スペース １室 １階 

展望スペース １室 塔屋 

☆ 居室の変更について 

ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合には、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場

合があります。その際にはご契約者やご家族等と協議の上決定するものとします。 

４．職員の配置状況 

  当施設ではご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については指定基準を遵守しています。 

職 種 常勤換算 指定基準 

１．施設長（管理者） 1 1名 

２．生活相談員 1 1名 

３．介護支援専門員 1 1名 

４．看護職員（機能訓練指導員） 2.6 2名 

５．介護職員 17 14名 

６．管理栄養士（栄養士） 1 １名 

７．医師 非常勤 1名 
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※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務時間数の総数を当施設における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

（例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では、 

５名（４０時間×５名÷４０時間＝５名）となります。 

 ＜主な職種の勤務体制＞ 

   職種     勤務体制 

１．介護職員 

早出  7：00～16：00 

遅出 9：30～18：30 

遅出 12：00～21：00 

夜勤（2名） 16：30～9：30 

２．看護職員 

（機能訓練指導員） 

日勤 9：00～18：00  

随時  

３．生活相談員 日勤 9：00～18：00 

４．介護支援専門員 日勤 9：00～18：00 

５．管理栄養士（栄養士） 日勤 9：00～18：00 

６．医師（非常勤） 適宜 1時間（週２回） 

  ＜配置職員の職種の役割＞ 

介護職員 
ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談･助言当を行

います。 

看護職員 
主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介

護、介助等も行います。 

機能訓練指導員 ご契約者の機能訓練を担当します。 

生活相談員 ご契約者の日常生活上の相談に応じ適宜生活支援を行います。 

介護支援専門員 ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

管理栄養士 
ご契約者の栄養管理を中心に、献立作成や個々に応じた栄養ケア計画書

を作成します。 

医師 水曜日、金曜日に契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います 

 

５．サービス提供における事業者の義務（契約書第 7条、第 8条参照） 

 当施設ではご契約者に対してサービスを提供するにあたって次のことを守ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご契

約者から聴取、確認します。 

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新

の申請の為に必要な援助を行います。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約者又

は代理人の請求に応じて閲覧させ複写物を交付します。 

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得な

い場合には、記録を記載するなど適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者

又はご家族等に関する事項を、当な理由なく第三者に漏洩しません（守秘義務）。ただし、

ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を

提供します。 

また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にてご契約者の同

意を得ます。 
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６．契約締結からサービス提供までの流れ 

 ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施

設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。「施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその

変更は次の通り行います。（契約書第２条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入居されている利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため下記の事項をお守り下さい。 

（１） 持ち込みの制限 

入居にあたり食べ物以外の持ち込みの制限は特にしておりませんが、これはと思われる

物はご相談下さい。なお、食べ物の持ち込みをお考えの際はご相談ください。※場合に

よりご遠慮いただくことがございます。 

（２）面会 

   面会時間は自由です。事前予約制。※来訪者はその都度面会シートに記帳してください。 

（３）外出・外泊（契約書第 21条参照） 

   外出・外泊をされる場合は事前にお申出下さい。外泊時には重要事項説明書９ 

（１） に定める＜入院・外泊時の支払い費用について＞に沿い、１日ごとのお支払い

を頂いています。 

（４）食事 

  食事が１日（朝・昼・夕）不要な場合は事前にお申出下さい。事前に申出があった場合

の欠食分につきましては重要事項説明書９（１）に定める＜食事に係る費用について＞

に沿い、毎食ごとのお支払いを頂いています。 

 

 

 

①当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に施設サービス計画の原案作成やその

ために必要な調査等の業務を担当させます。 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説

明し同意を得たうえで決定します。 

③施設サービス計画は６ヶ月に１回、もしくはご契約者及びその家族等の要望に応じて

変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合にはご契約者及びその家族

等と協議を行い施設サービス計画を変更します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容

を確認していただきます。 
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（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第９条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊した場合

には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払い

いただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場

合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。

ただし、その場合ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような暴力行為、宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

（６）喫煙 

施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

８．損害賠償について（契約書第 10条、第 11条参照） 

○施設は契約者に対する事業者の提供により事故が発生した場合は、事故発生時の対応と

して、速やかに市町村や契約者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるも

のとする。 

○施設において事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかに

その損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任

を減じる場合があります。 

 

９．当施設が提供するサービスと利用料金 

  当施設ではご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

  当施設が提供するサービスについて、 

 

 

 

 

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一） 料金が介護保険から給付される場合 

（二） 特定入所者介護サービス費が給付される場合 

（三）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 
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（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

※ユニット型介護福祉施設サービス費（個室）                 R6.8 月時点 

 

 

 

介護度・負担段階別利用料金表（３０日あたり）

介
護
度

段階別
負担
割合

基本
サービス

費

看護
体制
加算

夜勤職員
配置加算

日常生活
継続支援
加算

科学的
介護推進
体制加算

介護職員
等処遇改
善加算Ⅰ

居住費 食費

第1段階 26400 9000

第2段階 26400 11700

第3段階① 41100 19500

第3段階② 41100 40800

基準
費用額

61980 45000

基準

費用額
2割 40200 360 1620 2760 100 6306 61980 45000

基準
費用額

3割 60300 540 2430 4140 150 9459 61980 45000

第1段階 26400 9000

第2段階 26400 11700

第3段階① 41100 19500

第3段階② 41100 40800

基準
費用額

61980 45000

基準
費用額 2割 44400 360 1620 2760 100 6894 61980 45000

基準
費用額 3割 66600 540 2430 4140 150 10341 61980 45000

第1段階 26400 9000

第2段階 26400 11700

第3段階① 41100 19500

第3段階② 41100 40800

基準

費用額
61980 45000

基準
費用額 2割 48900 360 1620 2760 100 7524 61980 45000

基準
費用額 3割 73350 540 2430 4140 150 11286 61980 45000

第1段階 26400 9000

第2段階 26400 11700

第3段階① 41100 19500

第3段階② 41100 40800

基準
費用額 61980 45000

基準
費用額 2割 53160 360 1620 2760 100 8120 61980 45000

基準

費用額 3割 79740 540 2430 4140 150 12180 61980 45000

第1段階 26400 9000

第2段階 26400 11700

第3段階① 41100 19500

第3段階② 41100 40800

基準
費用額 61980 45000

基準
費用額 2割 57300 360 1620 2760 100 8700 61980 45000

基準
費用額 3割 85950 540 2430 4140 150 13050 61980 45000

※居室・食費基準額：2,066円/日・1,500円/日　＜　段階1：820円・300円　段階2：820円・390円　段階3①：1,310円・650円　段階3②：1310円・1,360円　＞

※該当する太枠線内の合計単位に福津市地域単位（1単位＝10.27円）を乗じた金額に食費、居室費が加算されます。
※入居時のみ安全対策体制加算（20単位）

74,476

96,976

118,276

143,356

179,732

216,108

4350

71,776

介
護
度
5

1割 28650 180 810 1380 50

72,052

94,552

115,852

140,932

174,884

208,836

50 4060

69,352

介
護
度
4

1割 26580 180 810 1380

69,559

92,059

113,359

138,439

169,898

201,357

3762

66,859

193,452

介
護
度
3

1割 24450 180 810 1380 50

66,924

89,424

110,724

135,804

164,628

3447

64,224

159,712

186,078

介
護
度
2

1割 22200 180 810 1380 50

3153

61,766

64,466

86,966

108,266

133,346

合計

介
護
度
1

1割 20100 180 810 1380 50



 8 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第５条参照） 

  上記の料金表によってご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金（1 割または 2 割の自

己負担額）と、居住費と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払下さい。（サービスの

利用料金はご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

＜「特定入所者介護サービス費給付」を受けられる場合＞ 

各市区町村で「介護保険負担限度額認定証」（第１～第３段階までの方）の交付を受けた方が

対象となります。 

「特定入所者介護サービス費」の給付（国、市町村補助）は下記条件によって受けることが

でき、居住費・食費の負担が減額されます。 

※第 4段階は原則「特定入所者介護サービス費給付」を受けることが出来ません。 

区分 対象者 

利用者負担第１段階 
生 活 保 護 受 給 者 

世帯の全員（分離配偶者含）

が市区町村民税非課税 

老 齢 福 祉 年 金 受 給 者 

利用者負担第２段階 前年の合計所得、課税年金収入額、非課税年金の

合計が年間 80万円以下の方 

利用者負担第３段階① 前年の合計所得、課税年金収入額、非課税年金の

合計が年間 80万円～120万円以下の方 

利用者負担第３段階② 
前年の合計所得、課税年金収入額、非課税年金の

合計が年間 120万円超の方 

利用者負担第４段階 上記以外の方 

※上記条件に加え預貯金等資産要件があります。 

第１段階  預貯金が単身で 1,000万円（夫婦で 2,000万円）以下 

第 2段階  預貯金が単身で  650万円（夫婦で 1,650万円）以下 

第 3段階① 預貯金が単身で  550万円（夫婦で 1,550万円）以下 

第 3段階② 預貯金が単身で 500万円（夫婦で 1,500万円）以下 

の方が対象となり、申請には預貯金等の写しを保険者に提出することが必要です。 

※第４段階対象の高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで

生計の維持が困難になるなどの一定の要件を満たし、申請により認定された人は利用者負

担第３段階と同様の「特例減額措置」を受けることができますので、詳しくは各地域の介

護保険課で問い合わせてご申請下さい。 

 

 

＜食事に係る費用について＞ 

負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載している負担限度額とします。 

通常（1日）（朝食 ３００円、昼食 ６５０円、夕食 ５５０円）の１，５００円 

減額対象者（１日） 

（第 1段階３００円）（第２段階３９０円）（第３段階①６５０円）（第３段階②１，３６０円） 
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＜居室に係る費用について＞ 

負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載している負担限度額とします。 

通常（1日）２，０６６円 

減額対象者（１日）（第 1 段階 ８８０円）（第２段階 ８８０円）（第３段階①②１，３７０円）

＜要介護認定による料金変更、要介護認定前の取り扱いについて＞ 

○介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者の負担額を変更

します。 

○ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻さ

れます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる

事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

＜加算について＞ 

以下 8つの加算については、入居者の皆様が対象となります。 

（単位数については、料金表を参照してください） 

 

① 基本サービス費 

基本サービス費は、施設で介護を受けるための費用で、要介護度などによって異なります。要

介護度が高くなるほど、高額に設定さています。 

 

② 日常生活継続支援加算 

 居宅での生活が困難であり、介護福祉施設への入所の必要性が高いと認められている重度の要

介護状態の者や、認知症であるもの等を積極的に受け入れると共に、介護福祉士資格を有する

職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供することにより、入居者が可能な

限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援している施設に加算が

認められています。 

 

③ 看護体制加算 

下記 1、2の条件を満たした施設に加算が認められています。 

 １、入居定員 

 ２、常勤の看護師を１名以上配置していること。 

 

④ 夜勤職員配置加算 

 人員基準（2 ユニットごとに 1 名）+1 名以上の介護職員又は看護職員を夜間に配置している施

設に加算が認められています。 

 

⑤ 介護職員処遇改善加算 

介護現場で働く介護職員の処遇改善を図るために改定された加算です。 

⑥ 介護職員等特定処遇改善加算 

介護現場で働く、技能・経験のある介護職員の処遇改善を図るために改定された加算です。 
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⑦ 科学的介護推進体制加算 

定期的に基本情報、心身機能の状態等を当施設の職員にて確認させていただき、内容を厚生

労働省へ科学的介護情報システム（通称 LIFEシステム）を用いて報告します。また、厚生労

働省より得られた情報を施設サービス計画書等に反映させていきます。 

 

○その他の加算においても下記の利用料金が加算される場合があります。 

 

 

 

 

 

初期加算（３０日間）３０単位／日 入居～３０日間に限る。 

入居した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、発生する加

算。※３０日以上の入院後の再入居の場合も同じです。 

 

安全対策体制加算（初回のみ） 20単位 

 

若年性認知症入所者受入加算（６５歳未満の契約者を対象） １２０単位／日 

若年性認知症のご利用者様を受入れ、ご利用者様の特性やニーズに応じたサービスを行った場合

に加算されます。 

 

 

経口維持加算（Ⅰ） ４００単位／月 

摂食機能障害、嚥下障害があると認定しうる入居者に関して、多職種が共同して、入居者の 

食事を維持出来るようにする為の経口維持管理を作成し、医師等の指示のもとで、管理栄養士等

が栄養管理を行った場合に加算されます。 

 

経口維持加算(Ⅱ)  １００単位／月 

経口維持加算（Ⅰ）を算定する場合に、入居者の食事の観察、会議に医師、歯科医師、歯科栄養

士、言語聴覚士のいずれか１名以上が参加した場合に加算されます。 

 

療養食加算  １８単位／日 

医師の発行する食事箋に基づき、管理栄養士等の管理により、疾病治療の直接の手段として 

糖尿病食、腎臓病食等療養食を提供した場合に加算されます。 

 

 

看取り介護加算   
以下の５つの条件を満たした場合に算定加算されます。 

１当該施設の看護職員、病院との連携で２４時間連絡できる体制をとること。 

２看取りに関する指針を定め、施設入居の際に、入居者とご家族に看取りに関する指針の内容の

説明を行い、同意を得ること。 

３多職種が当該施設においての看取りについての協議を行い、指針について適宜見直すこと。 

４看取りに関しての職員研修を行うこと。 

５看取りケアは個室、静養室などを利用し、本人、ご家族、周囲の入居者に配慮すること 

死亡日以前 4日以上 30日以下  １４４単位／日 

死亡日以前 2日又 3日      ６８０単位／日 

死亡日                     １２８０単位／日 
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＜高額介護サービス費の減額＞ 

同じ月に受けたサービスの利用者負担額（世帯合計）が、現役並み所得者に相当する方がいる

世帯の方は４４,０００円、世帯内のどなたかが課税されている方は月額３７,２００円（但し、

市町村民税非課税世帯で利用者負担第２段階以外の方は２４，６００円、生活保護受給者と老

齢福祉年金受給者及び非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方は、

１５，０００円）を超えた部分は高額介護サービス費として払い戻し制度がありますのでお尋

ねください。 

＜入院・外泊時の支払い費用について＞ 

ご契約者が入院又は外泊をされた場合にお支払いただく利用料金は下記の通りです。最大６日

分。但し、月をまたがる入院又は外泊の場合は最大１２日分お支払いただく場合があります。

（契約書第１８条、第２１条参照） 

 

１、サービス利用料金 ２４６単位（負担割合により変わります） 

２、居住費（日数×２，０６６円）※特定入所者介護サービス費給付を受けら

れている方は外泊の場合も対象となります。 

合計（居住費＋サービス利用料金） 

７日を超える入院又は外泊の場合は、２，０６６円のみの負担となり減額適応外となります。 

 

（２）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第４条参照） 

＜サービスの概要＞ 

① 居室の提供 

個室に係る居住費をご負担いただきます。 

②食事 

・当施設では、利用者一人一人の栄養状態や摂取状況に応じた個別対応を重視するために、

管理栄養士による栄養ケアマネジメントを行います。 

・ご契約者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して共同生活室（或いは希望される場所）

で食事が提供できるように努めます。 

・外出先やご帰宅の際の食事のケータリングのご希望やご相談にも随時応じてい 

ます。 

・ご契約者の状態や嗜好に合わせ、楽しく選択出来るメニューや食事の提供も行い 

ます。（食事時間）（朝食）７：００～（昼食）１２：００～（夕食）１８:００～  

   ※外出や外泊などのお出かけには常時対応しておりますが、冬期と夏期ではお食事の取り

置きの時間が変更されます。外出等のご予定の時は早めにご連絡をお願い申し上げます。 

③入浴 

  ・入浴又は清拭を原則週２回は行いますが、ご契約者の希望があればその都度対応致  

   します。 

  ・ご契約者の希望と体調や身体状況にあわせて、個浴もしくは特殊機械浴を選んでいただけ

ます。 

  ・入浴は生活の中でも大きな楽しみの一つです。清潔を保ち、ゆっくりとリラック 

   スできるように援助致します。 
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 ④排泄 

・排泄の自立を促すためご契約者の身体能力を最大限活用し、プライバシーへの配慮とプラ

イドを保ち、一人一人にあわせた排泄援助を行います。 

⑤日常生活(機能訓練) 

・ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を

防止するための訓練・支援を実施します。 

 ⑥健康管理 

嘱託医師や看護職員が健康管理を行います。また緊急な場合は主治医あるいは 

  協力医療機関等に責任をもって委託します。 

⑦その他自立への支援・相談 

・寝たきり防止のためできる限り離床に配慮します。 

・清潔で快適な生活を送って頂くため、適切な整容が行われるように援助します。 

・職員にいつでもなんでも気軽にご相談ください。 

・いかなる相談についても誠意をもって、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

 ⑧栄養ケアマネジメント 

・ ご契約者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種の協働により栄

養ケアマネジメントを行います。 

 

 ⑨経口維持対応 

・ ご契約者が経口による食事の摂取を継続できるよう、看護師、栄養士等他職種でご契約

者の状態観察や会議等を実施して計画書を作成し、それに基づいて支援を行います。 

 ⑩療養食対応 

・ 医師の指示箋に基づく療養食を提供いたします。 

 ⑪夜勤職員配置と日常生活継続支援対応 

・ 要介護度の高い利用者に対して質の高いケアを実施する為、一定割合以上の介護福祉士

や夜勤職員を配置します。 

 ⑫看護体制対応と看取り対応 

・ ご契約者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する為、常勤の看護師の配置を行います。

又、夜間オンコール体制及び看取り介護指針作成等による緊急体制の確保を行います。 

・  

 ⑬口腔衛生管理体制対応 

  ・ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技

術的指示及び指導を月 1回以上行い、利用者の口腔機能低下の防止に努めます。 
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（３）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 理美容サービス 

  月に 2回程度、理美容師の出張による理美容サービス（調髪、顔剃り、洗髪、髪染め、 

パーマ等）をご利用いただけます。 

② 貴重品の管理（任意） 

  ご契約者の希望により貴重品管理サービスをご利用いただけます。 

詳細は、以下の通りです。（「入所者の預り金規定」参照） 

 〇管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

 〇お預りする物：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑 

 〇保管管理者：施設長 

 〇出納方法：手続きの概要は以下の通りです。 

・ 預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出して

いただきます。 

・ 保管管理者は上記届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引出しを行います。 

・ 保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その収支状況を概ね四半期毎にご報

告します。 

③ レクリエーション、クラブ活動 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

※利用料金として材料代等の実費をいただきます。 

 

 

④ 複写物の交付 

 ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には実費をご負担いただきます。※場合により 1枚につき１０円 

⑤日常生活上必要となる諸費用実費 

 日常生活品の購入代金やインフルエンザ予防接種等、ご契約者の日常生活に要する費用を実

費ご負担いただきます。 

 おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

⑥契約書第１９条に定める所定の料金 

 ご契約者が契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が

明け渡された日までの期間に係る料金 （１日当り） 

  尚、居住費１日２，０６６円も加算されます。 

 

ご契約者の要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

料  金 8,789 円 9,608 円 9,716 円 9,818 円 9,917 円 

 ○経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するこ 

  とがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由についてご説明します。 
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（４）利用料金のお支払い方法（契約書第５条参照）前記（１）、（２）（３）の料金・費用は、１

ヶ月毎に計算しご請求しますので、翌月２５日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。

（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額と

します。） 

 

（５）利用中の医療の提供について 

  医療を必要とする場合は医師の判断によって治療を受けることができます。入院が必要な場合、

できる限りご契約者の希望される医療機関又は当事業所の協力医療機関へお願いします。 

  

 

 協力医療機関 

医療機関の名称 津屋崎中央病院（嘱託医） 

電話番号 （０９４０）５２－０１２０ 

医療機関の名称 北九州宗像中央病院 

電話番号 （０９４０）３５－７７８８ 

医療機関の名称 赤間病院 

電話番号 （０９４０）３２－２２０６ 

 

嘱託歯科医 

医療機関の名称 中島歯科医院 

電話番号 （0940）52-0165 

 

 

１０．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って以下のような事由が

ない限り継続してサービスを利用することができますが、仮に以下のような事項に該当する

に至った場合には当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。

（契約書第１３条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ご契約者が死亡した場合 

②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

④施設の滅失や毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 
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（１）契約者からの退所の申出（中途解約・契約解除）（契約書第 14条、第 15条参照） 

 

契約の有効期間であっても、ご契約者より当施設からの退所を申し出ることができます。そ

の場合には退所を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご提出ください。但し、以下の場

合には即時に解約・解除し、施設を退所することができます。 

 

（２）事業者からの申出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第 16条参照） 

 

 

＊ ◎契約者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第 18条参照） 

  当施設に入所中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は以下の通りです。 

① 検査入院等、６日間以内の短期入院の場合 

    ６日（但し、月をまたがる場合は最高１２日）以内に退院された場合は、退院後再び施

設に入居することができます。但し、入院期間中であっても、所定の 

    利用料金をご負担いただきます。 

 

 

 ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が長期療養のため入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施 

設サービスを実施しない場合 

 ④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・ 

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい事情が認められる場

合 

⑥他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける 

恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

 

以下の事項に該当する場合には、当施設より退所していただくことがあります。 

  

① 契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故 

意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 

事情を生じさせた場合 

② 契約者による第５条第１項から第３項に定めるサービス利用料金の支払い 

が２か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが１４日以内 

に支払われない場合 

③ 契約者が故意又は過失により事業者又はサービス従事者もしくは 

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を 

行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合 

④ 契約者が連続して３ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる 

場合もしくは入院した場合 

⑤ 契約者が介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設 

に入院した場合 
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② ７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 

    ３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入居することができます。 

     

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

    ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。        

    この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 

④３ヶ月以内の入院中において、緊急を要する状況が生じた場合 

    契約者が３ヶ月以内の入院中において緊急を要する状況が生じた場合は、当 

居室を利用することがあります。この場合、契約者及び家族等と協議を実施 

いたします。 

 

（３）円滑な退所のための援助（契約書第 17条参照） 

  契約者が当施設を退所する場合には、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、

置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速や

かに行うものとします。 

① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

② 居宅介護支援事業者の紹介 

③ その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

１１．残置物引取人（契約書第 20条参照） 

  入居契約が終了した後、当施設に残された契約者の所持品（残置物）を契約者自身が引き取

れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

  当施設は「残置物引取人」に連絡のうえ残置物を引き取っていただきます。また、その引渡

しに係る費用については、契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

 ＊入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結することは

可能です。 

 

１２．苦情の受付について（契約書第 22条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情処理担当責任者          天野 幸治 

  ・苦情受付窓口（担当者）[相談員]   廣田 潤 

○受付時間             毎週月曜日～金曜日 

               ９：００～１８：００ 

    ○第３者委員      谷口 正秀  花田 壮一  舩津 廣見  

 

○顧問弁護士      益本総合法律事務所 益本 誠一 弁護士 

〒810-0042福岡市中央区赤坂一丁目 14番 22号 

センチュリー赤坂門ビル３階 (TEL)092-791-6451 

また、苦情受付ボックスを事務所カウンター及び各フロアスタッフルームに設置しています。 
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

福津市市役所      

高齢者サービス課 

所在地  福津市中央１丁目１番１号 

電話番号 0940-43-8191   (FAX)0940-34-3881 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

宗像市市役所      

介護保険課 

所在地  宗像市東郷１－１－１ 

電話番号 0940-36-4877   (FAX)0940-36-2410 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合会 

事 業 部 介 護 保 険 課     

介護サービス相談窓口 

所在地  福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

電話番号 092-642-7859   (FAX)092-642-7857 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

福岡県運営適正化委員会 

福岡県社会福祉協議会 

施設福祉部 

所在地  春日市原町３－１－７ クローバープラザ 4階 

電話番号 092-915-3511   (FAX)092-584-3790 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

 

１３．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無 

 

 

実施した直近の年月日 

 

  

実施した評価機関の名称 

 

 

評価結果の開示状況 

 

 

１４．権利擁護事業実施機関 

福津市社会福祉協議会 

所在地  福津市手南２丁目１番１号（ふくとぴあ内） 

電話番号 0940-34-3341   (FAX)0940-34-3343 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

 

宗像市社会福祉協議会 

所在地  宗像市久原１８０番地（メイトム宗像内） 

電話番号 0940-37-1300   (FAX)0940-37-1393 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

 

平成 30年 6月 1日作成 

  令和元年 5月 1日改定 

 令和元年 10月 1日改定 

令和 2年 4月 1日改定 

令和 2年 7月１日改定 

令和 3年 4月 1日改定 

令和 3年 8月 1日改定 

令和 3年 12月 1日改定 

令和 4年 2月 1日改定 

令和 7年 4月 1日改定 
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令和  年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 第二津屋崎園 

 

説明者職名           氏 名                   印 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービスの提供開

始に同意しました。 

 

 

契約者住所     

 

氏 名           印 

契約者代理人住所     

 

氏 名           印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この重要事項説明書は厚生省第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基づき、入所

申し込み者またはその家族への重要事項のために作成したものです。 
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